
大口町告示第８２号 

 

 大口町自転車駐車場の設置及び管理に関する条例第６条により撤去した自転車について、

大口町自転車駐車場の管理運営に関する規則第３条により告示する。 

  平成２２年９月３日 

                      大口町長    森     進 

記 

 １ 撤 去 年 月 日   平成２２年８月２４日 

 ２ 撤去自転車の特徴等   下記のとおり 

番号 防犯登録 車体色 車体番号 備考 

１ ０９－オ－４７８４７ 青 Ａ８Ｉ３００５５  

２ ０５―ワ―９７５７３ シルバー ＫＬ５０５５２１６６  

３  シルバー Ｆ０７０３１０５３９  

４ ０９―ワ―３６７７３ シルバー ＩＣ９１０３３６Ｋ  

５ ０７―ワ―５６８９１ シルバー Ｆ０７０４０５８０３  

６  シルバー Ｈ８９０６０３６５３ ミニ自転車 

７  シルバー ９Ｘ２２８７９  

８  シルバー Ｍ８０２５４２０  

９ ０７―チ―０４６９８ シルバー ＴＦ７Ｍ１０７５１  

１０ ０９―ワ―５２５８８ 黒 ＴＦ８Ｍ８６５２０  

１１ ０７―ヤ－９５２５７ 黄 Ｓ５Ｃ９４２２１  

１２ 岐阜県Ｌ５９６２１４ シルバー ２ＡＣ４５６３２  

１３ 岐阜県Ｂ４７４８４８ シルバー ３Ｂ０４０１５２  

 ３ 保 管 場 所  大口町役場内撤去自転車一時保管場所 

 ４ 引 渡 し 場 所  大口町役場 地域協働部 町民安全課 

 ５ 引 渡 し 時 間  開庁日（平日）の午前８時３０分から午後５時まで 

 ６ 必 要 な 手 続 き  撤去自転車引渡申請書兼引取書による 

 ７ そ の 他  認印及び身分証明書を持参のこと 


